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‘０８～‘０９年版 ズバリわかる！ＦＰ技能検定３級 ～２００８年９月以降の改正ポイント～                          2009/6/8 作成 
ページ 改正前 改正後 

ｐ１７、ｐ１８、ｐ２０ 

表中 
政府管掌健康保険 全国健康保険協会（協会けんぽ） 

ｐ２１ 
 下から７行目 

３５万円 ３８万円 

ｐ２７ 
 表中 

月額１４，４４０円（平成２０年度） 月額１４，６６０円（平成２１年度） 
１４．９９６％ １５．３５％（平成２０年９月～平成２１年８月） 

ｐ２８ 
 下から４行目 

平成２０年度 平成２１年度 
ｐ２９ 
 上から２行目 
ｐ３３ 
 表中 最下行 
ｐ４５ 
 下から７行目 

公的ローンへの借換えは 財形住宅融資や自治体融資への借換えは 

ｐ１２９ 
 ８行目～１４行目 

上場株式など 
～することもできます。 

上場株式などの配当金や株式投資信託・特定株式投資信託の収益分配金は、配当金の額に関わらず

平成２３年１２月３１日までは１０％（所得税７％・住民税３％）が源泉徴収となり、平成２４年

以降は２０％（所得税 7%・住民税 3%）となります。 
また、確定申告をすることもでき、分離課税の方式を採ると上場株式等の譲渡損失と相殺が、総合

課税の方式を採ると配当控除が受けられます。 
ｐ１３７ 
 出題例の上の＊ 

平成２２年１２月３１日までは５０

０万円以下の譲渡所得に対し１０％
平成２３年１２月３１日までは譲渡所得に対し１０％ 
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ｐ１３７ 
 下図 

配当所得の図 

20% 
10% 
 
     現在        H24/1/1～ 
＊税率は所得税と住民税の合計 

譲渡所得の図 

20% 
10% 
 
     現在        H24/1/1～ 
＊税率は所得税と住民税の合計 

ｐ１４７ 
 下部 

住宅借入金等特別控除（住宅ローン控

除） 

住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除） 
ローンを組んでマイホーム建築などをすると、年末ローン残高に応じて所得税と住民税の税額控除が受けら

れる制度です。控除額は、年末ローン残高に控除率をかけた額までで、所得税と住民税（最大 97,500 円）か

ら控除できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※上表は、認定長期優良住宅を除きます。 

入居した年 控除対象額（年末ローン残高） 適用期間 
年末の借入金残高

に対する控除率 

2008 年 2，000 万円以下の部分 

１０年 
１～６年目 

７～１０年目 

１．０％ 

０．５％ 

１５年 
１～１０年目 

１１～１５年目 

０．６％ 

０．４％ 

2009 年 
5，000 万円以下の部分 １０年 １．０％ 

2010 年 

ｐ１４８ 
 中央部分 

●住宅借入金等特別控除の特例措置 削除 

中谷 俊雄 


